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別紙 

答   申 

 

第１ 審査会の結論 

 富山県知事（以下「実施機関」という。）が、異議申立ての対象となった公文書について

行った部分開示決定は、妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経過 

１ 開示請求 

 平成 19 年２月 28 日、異議申立人は、富山県情報公開条例（平成 13年富山県条例第 38 号。

以下「条例」という。）第５条の規定により、実施機関に対し、「県土木部管理課長の実務

内容（会議議事録、視察（県外出張に係る復命書など）、印押し決裁）などが分かる一切の

書類。（平成 15 年度から 17 年度月）（平成 18 年度４月から２月まで）（随意契約関係及

び旅費を除く）」（以下「本件対象公文書」という。）について、開示の請求（以下「本件

開示請求」という。）を行った。 

 

２ 開示決定等 

（１）平成 19 年４月 13 日、実施機関は、本件開示請求に対し、本件対象公文書のうち、平

成 18 年度２月分（すなわち平成 19 年２月分）について、該当公文書を特定したうえ、

部分開示決定（以下「本件処分」という｡）を行い、異議申立人に通知した。 

（２）平成 19 年４月 19 日、異議申立人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（昭和

37 年法律第 160 号）第６条の規定により、実施機関に対し異議申立て（以下「本件異議

申立て」という。）を行った。 

（３）平成 19 年５月 18 日、実施機関は、条例第 19 条の規定により、本件異議申立てにつ

いて富山県情報公開審査会（以下「審査会」という。）に諮問した。 

 

第３ 異議申立ての内容 

１ 異議申立ての趣旨 

 本件異議申立ての趣旨は、本件処分を取り消し、開催案内に係る公文書の開示があった第

１回富山県入札契約適正化検討委員会について、さらに、当該委員会の議事録及び関係資料

の開示を求めるというものである。 

 

２ 異議申立ての理由 

 異議申立人が異議申立書において主張する本件異議申立ての理由の要旨は、概ね次のとお

りである。 

（１） 第１回富山県入札契約適正化検討委員会の開催について新聞各社から報道されており、

報道記者が知り得た情報の詳細を記録した公文書が存在していないとは考えられない。 

（２）「第１回富山県入札契約適正化検討委員会の開催について」で案内した内容において、
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目的・議題等に関する重要な会議記録文書や関係資料が不存在となれば同委員会が原則公

開としている趣旨にも逆行し、同委員会の存在意義が疑われる。 

 

第４ 実施機関の説明 

 実施機関が、理由説明書及び審査会での意見陳述において説明する公文書の部分開示決定

に係る理由の要旨は、概ね次のとおりである。 

（１）本件開示請求の対象となった公文書は、「県土木部管理課長の実務内容（会議議事録、

視察（県外出張に係る復命書など）、印押し決裁）などが分かる一切の書類。（平成 15

年度から 17 年度月）（平成 18 年度４月から２月まで）（随意契約関係及び旅費を除く）」

であり、このうち、平成 18 年度２月分に係る公文書について部分開示決定を行ったもの

である。 

（２）第１回富山県入札契約適正化検討委員会においては、委員長の選出のほか、入札及び契

約に関する現状及び課題についての説明が中心であり、同委員会は公開で行われているこ

とから、その内容が報道機関により概ね報じられていたこともあり、議事録の作成は急を

要するものではなく、開示請求のあった時点では当該議事録は作成されていなかった。し

たがって、本件処分の対象となる公文書に該当せず、当該委員会に係る公文書については

開示請求のあった時点で保有していた開催案内文に係る公文書である「第１回富山県入札

契約適正化検討委員会の開催について」のみを開示したものである。 

   なお、当該委員会の審議の概要は、平成 19 年５月に富山県ホームページに掲載してい

る。 

（３）当該委員会の会議資料に係る公文書については、本件対象公文書とは異なる決裁区分の

ものや平成 18 年度２月分以外の決裁時期のものであることから、本件処分の対象となる

公文書に該当しなかったものである。 

   なお、本件異議申立てのあった平成 19 年４月 19 日に、異議申立人に対して、「第１回

入札契約適正化検討委員会に関する会議資料」等として開示請求されれば、求めに応じる

ことができる旨を教示したが、その旨の開示請求はなされなかった。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 本件異議申立てについて 

 異議申立人は、「県土木部管理課長の実務内容（会議議事録、視察（県外出張に係る復命

書など）、印押し決裁）などが分かる一切の書類」について本件開示請求を行った。これに

対し、実施機関は、本件対象公文書のうち、平成 18 年度２月（すなわち平成 19年２月）に

管理課長が決裁した公文書を対象にして本件処分を行った。 

 異議申立人は、異議申立書において、第１回富山県入札契約適正化検討委員会の開催案内

に係る公文書の開示を受けたが、本件処分によって開示されなかった同委員会の議事録及び

会議資料の不存在は考えられないとして、同委員会に係る管理課長が決裁した資料全ての開

示を求めている。 

よって、異議申立人が本件処分の対象となる公文書であると主張している議事録及び会議
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資料について、その該当性の有無について検討する。 

 

２ 本件処分の対象となる公文書について 

 条例第２条第２項において、公文書とは「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した

文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組

織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。」とされている。 

 まず、議事録について、審査会において作成時期を確認したところ、それが平成 19 年４

月以降に作成されたものであると認められた。そもそも、公文書の開示は実施機関が保有す

る限度においてこれを開示すれば足りるのであるから、議事録は平成 19 年２月に管理課長

が決裁した公文書には該当しない。 

 また、富山県事務決裁規程（昭和 62 年富山県訓令第３号）第２条第１号において、決裁

とは「知事の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。」とさ

れ、事務の重要性等に応じて、担当部長又は担当課長が決裁できることとされている。 

 審査会が会議資料の決裁の状況について確認したところ、平成 19 年２月に土木部長が決

裁（主催者あいさつ文は平成 19 年１月に土木部長が決裁）したことが認められた。よって、

会議資料が本件処分の対象となる公文書であるとする異議申立人の主張には理由がない。 

 

３ 結論 

 以上の理由から、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

４ その他 

 対象公文書を特定するためには、開示請求者と実施機関との双方の協力が必要不可欠であ

り、両者の間に十分な意思疎通が図られていれば、本件異議申立てのような争訟は避けられ

たのではないかと考える。 

 

第６ 審査会の開催経過 

 本審査会の開催経過の概要は、別記のとおりである。 
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 別記 審査会の開催経過の概要 

 

年 月 日 内    容 

平成１９年 ５月１８日 諮問書を受理 

平成２１年１０月２８日 実施機関に非開示理由説明書の提出を依頼 

平成２１年１１月 ６日 非開示理由説明書を受理 

平成２１年１１月 ９日 異議申立人に非開示理由説明書を送付するとともに、これ

に対する意見書の提出を依頼 

平成２１年１１月１２日 

（第７３回審査会） 

審議 

平成２１年１２月２５日 

（第７４回審査会） 

実施機関から非開示理由説明を聴取 

審議 

平成２２年 １月２６日 

（第７５回審査会） 

審議 

平成２２年 ２月２２日 

（第７６回審査会） 

審議及び答申 
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